
 

不当判決に抗議する！ 

生活と権利を守るために、がんばろう! 
―近日中に控訴！裁判闘争続行！引き続き闘います― 

 

私たちは、親会社・大同工業の正社員としての雇用、賃金格差の解消などを求めて、2 年半に及

ぶ裁判闘争に取り組み、8 月 30 日（火）、判決が出ました。裁判では、職場の実態を明らかにして

きました。会社が違法な派遣を常態化させていること、請負と言っても名前ばかりの偽装請負でし

かないこと、何より、大同テクノ社員は大同工業正社員と同じ職場で同じ仕事をしてがんばってい

ることを法廷でも証言してきました。大同テクノは、会社（大同工業）が労働者の賃金・労働条件

を下げるために作ったものでしかないことも、明らかにしてきました。 

判決では、本当に悔しい限りですが、親会社正社員としての雇用や賃金格差の解消などは認めら

れませんでした。しかし同時に、派遣法違反、偽装請負、派遣職場と請負職場が一体化しているこ

となどが、判決内容で認められています。 

 

違法派遣、偽装請負などが判決で明らかに！ 
―監督官庁の指導対象、損害賠償など法的責任にもふれる― 

【偽装請負】 

「請負職場に被告（大同工業）の従業員が現れて、テクノ作業員に対し、細かな作業方法について

依頼や要望あるいは支持的な要請が直接されたり、被告（大同工業）の従業員と共に請負職場に属

するテクノ作業員が朝礼ないし集会に参加したことがあったなど、両職場（大同工業とテクノの請

負）の区別は必ずしも厳然と区別されていなかった」（判決 P.22） 

「両職場の区別は、必ずしも厳然と区別されていなかった点については、監督行政庁の指導を受け、

あるいは法的責任を問われる余地のあることは否定できない」（判決 P.30） 

 

【違法派遣】 

「派遣法所定の手続きに則って就労条件を通知していたわけではないなど、派遣法所定の手続きを

必ずしも遵守していなかった」「直接雇用の申し入れをすべき場合であっても、これまで被告（大

同工業）との間での直接雇用の申し出を行ったことはない。…派遣法の規定を完全に遵守していた

とは認められない」（判決 P.26） 

「これ（違法派遣）が行政庁による監督・指導等の対象となったり、損害賠償等の法的責任を構成

全国一般石川地方労働組合大同テクノ分会 

大同テクノ分会 組合ニュース 
2011・9・1 発行 

全国一般石川地方労働組合 

〒920-0025 金沢市駅西本町 3-13-5 

会社は、私たち分会に対して、職場での基本的な組合活動（ビラまき、集会、掲示等）を一切認めよ

うとしません。そこで出勤時の門前ビラまきを行なっています。ご理解、ご協力をお願いします。 



する余地のあること…」（判決 P.29） 

 

【請負職場と派遣職場の混在、一体化】 

「請負職場と派遣職場の区別が必ずしも徹底されず…請負職場と派遣職場が一時期的部分的に混

在するような事態も存したことが窺われる」（判決 P.29） 

 

しかし、判決では、これらの違法行為がたとえあったとしても、「特段の事情のない限り、その

ことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の労働契約は無効になることはないと解すべきで

ある（最高裁平成 21 年 12 月 18 日…）」（判決 P.27）、「直ちに原告と被告（大同工業）との間で労

働契約関係が成立するものではない」（判決 P.28）と結論しています。 

 派遣労働者の権利を認める画期的な松下 PDP 事件の大阪高裁判決が、しかし 2 年前に最高裁で

逆転されました。今回の判決は、この労働者に不利な最高裁判決を結論だけあてはめて、私たちの

請求を認めないという結論ありきで作られているのです。だからこそ、私たちの弁護団も「安易に

最高裁判決に追随した不当判決」と言われているのです。 

 日本全体の労働運動が力強さを失っています。非正規や子会社の労働者の闘いはさらに小さく弱

いのが現状です。闘いたくても闘えない労働者はたくさんいます。そうした全国の仲間の先頭に立

って、私たちは引き続き、がんばります。ご理解とご協力をお願いします。 

 

労働条件を守るのは職場の力！ 

福田工場・金型管理の三交替導入を止めています 
 

現在、会社・大同テクノは、福田工場の金型管理で三交替勤務の導入を計画しています。金型管

理の職場では、これまでの三交替の経験から、生活のリズムが崩れる、家庭の事情でとても応じら

れない、体（健康）がもたないなどの声があがり、現在、三交替の導入をおしとどめています。私

たち全国一般大同テクノ分会では、この問題について団体交渉を要求し、文書での抗議や申し入れ

も連続的に行なっています。 

働く者の生活、権利、労働条件は、職場からの闘いをつくってこそ、目に見える声をあげること

なしには守れません。そしてその闘いをつくれるのは唯一、労働組合だけです。これからも、私た

ち全国一般大同テクノ分会は、労働者の生活、権利、労働条件を守り向上させるために奮闘します。

ともにがんばりましょう。 
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